
児童福祉制度・手当についてのお知らせ
【詳しい手続・ご相談】健康福祉課子育て支援係　☎８６-０２１２

児童扶養手当

●児童扶養手当を受給できる方
ಐʢ৺ʹো͕͍͕͋ࣇୡ͢Δ·Ͱͷʹࡀ��
Δࣇಐࡀ��ະຬʣΛཆҭ͍ͯ͠ΔͻͱΓՈఉ
ʢ͕ऀۮҰఆఔো͕͍ͷঢ়ଶʹ͋Δ߹ؚΉʣ
ͷ·ͨཆҭऀ
※次の場合などは、対象になりません。
・養育者の所得が一定額以上の場合
・養育者、対象児童が公的な年金を受けることがで
　きる場合
・対象児童が児童福祉施設などに入所している場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■支給内容（４月、８月、11月の３期に分けて支給します。）

障害等級 １級 ２級

手当月額 51,500円 34,300円

■所得制限限度額

扶養親族
の数

本人の所得制限  配偶者 ・ 扶養義務者
（同居の直系血族および兄弟姉妹）  

 の所得制限全部支給 一部支給

０人 19万円 192万円 236万円

１人 57万円 230万円 274万円

２人 95万円 268万円 312万円

※扶養親族の数が３人以上のときは、 １人につき 38万円
を加えた額になります。

●一部支給停止措置について
खΛड͚͔ͯΒ̑Ҏ্Λܦաͨ͠ํʢ̔ࡀະຬͷ
ΔํΛআ͘ʣɺब࿑ͳͲͷ࣮͕ͳ͍͢ޢಐΛࣇ
߹ɺखֹ͕̎ͷ̍ʹֹ͞ݮΕ·͢ɻ֘͢Δํ
ʹద༻আ֎ͷͨΊͷಧॻΛૹ͍ͯ͠·͢ͷͰΕ
ͣʹఏग़͍ͯͩ͘͠͞ɻ
※次の場合は、減額対象になりません。
・あなたが働いているか、求職活動をしている場合
・あなたが身体上または精神上の障がいがある場合
・あなたが病気やケガで働くことができない場合
・あなたが子どもや親族を介護しなければならないため
　働くことができない場合　

●現況届の提出をお忘れなく
खΛड͍ͯ͠څΔํɺຖ݄̔தʹگݱಧͷఏग़
͕ඞཁʹͳΓ·͢ɻޙɺ֘͢ΔํʹඞཁॻྨΛૹ
͠·͕͢ɺگݱಧͷఏग़͕ͳ͍ͱ݄̔Ҏ߱ͷख
Λड͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖·ͤΜɻΕͣʹɺૣΊʹఏग़͘
͍ͩ͞ɻ

■支給内容（４月、８月、12月の３期に分けて支給します。）

ඣ❺のᩘ 㒊ᨭ⤥のとき ୍㒊ᨭ⤥のとき

１人目 月額 42,300円 月額 9,990～ 42,320円     

２人目 5,000円を加算

３人目以降 3,000円を加算

㞳ูなどでひとりぶになࡗている方や、ぶに௦わࡗて子どもを㣴⫱している方にᑐし、

⏕άのᏳᐃ・⮬❧のಁ㐍とともに、子どものすこやかなᡂ㛗を㢪ࡗてᨭ⤥されます。

●特別児童扶養手当を受給できる方
ಐΛཆࣇະຬͰਫ਼ਆ·ͨମʹো͕͍ͷ͋Δࡀ��
ҭ͍ͯ͠Δ·ͨཆҭऀɻ
※次の場合などは、対象になりません。
・対象児童が児童福祉施設などに入所している場合
・養育者の所得が一定額以上の場合

■所得制限限度額

ᢇ㣴ぶ᪘
のᩘ

本人のᡤᚓไ㝈
 㓄അ⪅・ᢇ㣴⩏ົ⪅
（同居の直系血族および兄弟姉妹） 

 のᡤᚓไ㝈

０人 459万６千円 628万７千円

１人 497万６千円 653万６千円

２人 535万６千円 674万９千円

※扶養親族の数が３人以上のときは、 １人につき 38万円
を加えた額になります。

●所得状況届の提出をお忘れなく
खΛड͍ͯ͠څΔํɺຖ݄̔��͔Β݄̕��
·Ͱͷؒʹॴಘঢ়گಧͷఏग़͕ඞཁʹͳΓ·͢ɻ
ɺ֘͢ΔํʹඞཁॻྨΛૹ͠·͕͢ɺॴಘঢ়ޙ
ಧͷఏग़͕ͳ͍ͱ݄̔Ҏ߱ͷखΛड͚Δ͜ͱ͕گ
Ͱ͖·ͤΜɻΕͣʹɺૣΊʹఏग़͍ͩ͘͞ɻ

各届出は期間内に

忘れずに提出してね

特別児童扶養手当 ≉ูඣ❺ᢇ㣴ᡭᙜは、⢭⚄または㌟యに㞀がいのあるඣ❺の

⚟♴ቑ㐍のたࡵにᨭ⤥されます。
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